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１ 計画の策定にあたって

次代の社会を担うこどもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、
平成15年に「次世代育成支援対策推進法」が制定されて以来、大阪市においても、大阪市
次世代育成支援行動計画（前期・後期）（平成17年度～平成26年度）を策定し、施策を推
進してきました。
国において、平成24年８月に、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充

や質の向上を進めるため、「子ども・子育て支援法」が制定され、「市町村子ども・子育
て支援事業計画」の作成が義務づけられました。
大阪市では、「市町村子ども・子育て支援事業計画」及び次世代育成支援対策推進法に

基づく「市町村行動計画」を一体のものとして、「大阪市こども・子育て支援計画」（平
成27年度～平成31年度）を策定しました。本計画では、この計画を踏まえ、引き続き包括
的な視野から総合的なこども・青少年や子育て支援に関する施策を推進していきます。

計画の趣旨

本計画は、こども・子育て支援に関する施策を中心に策定しています。
関連する大阪市の他の計画に掲げる施策や事業については、各計画を尊重し、これらの

計画との整合性を図りつつ、こども・青少年や子育て支援の視点から重点化した施策や事
業を本計画に位置づけています。

計画の位置づけ（関連計画）

1

こども・子育て支援計画

教育振興基本計画
【H29～R2】

生涯学習大阪計画
【H29～R2】

地域福祉基本計画
【H30～R2】

障がい者支援計画
【H30～R5】
障がい福祉計画
【H30～R2】

障がい児福祉計画
【H30～R2】

ひとり親家庭等
自立促進計画
【R2～R6】

男女共同参画
基本計画

【H28～R2】

こどもの貧困対策
推進計画

【H30～R4】

健康増進計画「すこやか
大阪21（第2次後期）」

【H30～R5】
第3次食育推進計画
【H30～R5】

ひとにやさしい
まちづくり
【H5～】

安全なまちづくり
基本計画
【H14～】

その他関連分野の計画
（読書活動、住宅、
公園、緑化、環境、
スポーツなど）

まち・ひと・しごと
創生総合戦略
【R2～R6】

 こども・青少年や子育て支援に関する施
策を中心に策定

 関連する他の計画については、整合性を
図り、相互に補完・連携

区将来ビジョン

基本構想

社会的養育
推進計画

【R2～R6】



2

令和２年４月１日から令和７年３月31日までの５年間

計画の期間

すべてのこども・青少年（事業によっては若者を含む）と子育て家庭を対象としていま
す。

こども ： 乳幼児期、学童期及び思春期の者。（０歳～18歳）
青少年 ： 学童期から青年期までの者。（６歳～おおむね30歳）
若者 ： 中学校卒業後から青年期の者。事業によっては、40歳未満までのポスト青年

期の者も対象となる。（15歳～40歳未満）

計画の対象

０歳 ６歳 12歳 15歳 18歳 30歳 40歳

こども

若者

青少年

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期

● 「基本理念」の実現に向けて、施策を３つの基本方向に分け、それぞれに「めざすべ
き目標像」・「はぐくみ指標」を設定

● 重点的・集中的に推進する「重点施策」を設定し、その下に基本施策を位置づけ

施策の体系

基本理念

大阪市のまち像 10～20年後の最終的にめざすまちの状態

基本施策

施策

基本方向

めざすべき目標像

はぐくみ指標

重点施策
施策目標

５年を念頭に実現しようとする状態

「めざすべき目標像」を客観的に測定できるよう数値化した成
果指標（アウトカム指標）

「はぐくみ指標」の実現のために目標年次までの期間で最も有
効と考えられる方策

「重点施策」の活動量や活動実績を測る指標
（アウトプット指標）

※アウトカム指標
成果に関する指標
（どれだけの成果が上がったか）

※アウトプット指標
事業実施に直接関連する指標
（どれだけの施策・事業を行ったか）


